
内航船員の実技講習に係る一定の期間中の取扱い

内航船に乗り組む船員に係る実技講習については、登録実技講習機関での受講者の集中を
避けるため、各船員の船員手帳の有効期間の満了日に応じて、登録実技講習機関での実技講
習の修了期限を次のとおり設定。

実技講習の修了の期限船員手帳の有効期間の満了日

2026年３月31日まで⇒2028年４月１日～2030年３月31日

2027年３月31日まで⇒2030年４月１日～2032年３月31日

近海区域を航行区域とする船舶に乗り組む船員

注）2022年4月1日以降に新たに船員手帳を受有した船員には、雇入れ契約締結後に遅滞なく実技講習を受講させる必要がある。

※近海・沿海いずれも、座学による基本訓練（視聴覚教材による生存訓練及び消火訓練並びに応急訓練及び安全社会訓練）を修了することが必要

実技講習の修了の期限船員手帳の有効期間の満了日

2026年３月31日まで⇒2026年４月１日～2028年３月31日

2027年３月31日まで⇒2028年４月１日～2030年３月31日

2028年３月31日まで⇒2030年４月１日～2032年３月31日

2029年３月31日まで⇒2032年４月１日～2034年３月31日

沿海区域（限定沿海区域を除く）を航行区域とする船舶に乗り組む船員

注）2024年4月1日以降に新たに船員手帳を受有した船員には、雇入れ契約締結後に遅滞なく実技講習を受講させる必要がある。


